
規

則 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
、
局
長
」
の
下
に
「
、
副
病
院
長
」
を
、
「
研
究
所
長
」
の
下
に
「
、
病

院
長
」
を
加
え
、
「
技
術
・
事
業
化
支
援
室
長
」
を
「
副
部
長
、
技
師
長
」
に
改
め
、
「
、
医
療

安
全
管
理
幹
」
を
削
る
。 

第
十
条
第
一
項
中
「
担
当
部
長
（
」
の
下
に
「
病
院
長
、
」
を
加
え
る
。 

別
表
第
一
専
決
事
項
の
欄
第
十
号
中
「
週
休
日
」
の
下
に
「
及
び
週
休
日
の
ほ
か
に
勤
務
時
間

を
割
り
振
ら
な
い
日
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
８
中
「
第
八
条
」
を
「
第

八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
、
「
又
は
助
産
所
の
開
設
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
又
は

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
」
に
改
め
、
同
欄
９
及
び 

中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
、
助

産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若

し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
、
「
失
そ
う
」
を
「
失

踪
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ

ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
開
設
者
」
の
下
に
「
又
は
設
置
者
」

を
、
「
そ
の
開
設
」
の
下
に
「
し
、
又
は
設
置
」
を
加
え
、
「
又
は
助
産
所
」
を
「
若
し
く
は
助

産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

を 

と
し
、 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

施
行
令
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
か
ら

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
管
理
者
」
の
下

に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
助
産
所
に
」
を

「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
管
理
者
」
の
下

に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、
「
の
事
務
所
」
を
「
若
し
く

は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
の
事
務
所
」
に
、
「
若
し
く
は
助
産
所
の
運
営
」
を
「
、

助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
運
営
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
二
号
事
務
の
種

類
の
欄
中
「
、
薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
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令
第
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
号
委
任
事
務

の
欄 

中
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
の
十
三
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を
削
り
、
同
表
家
畜
保
健
衛

生
所
長
の
項
第
三
号
専
決
事
項
の
欄
中
２
か
ら
４
ま
で
を
削
り
、
５
を
２
と
し
、
６
か
ら 

ま
で

を
３
か
ら
８
ま
で
と
す
る
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
十
四
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第

十
八
条
第
十
七
項
」
を
「
第
十
八
条
第
十
八
項
」
に
、
「
同
条
第
十
八
項
」
を
「
同
条
第
十
九
項
」

に
改
め
、
同
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
六
号
委
任
事
務
の
欄 

中
「
第
百
三
十
七
条
の

十
二
第
六
項
」
を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
百
三
十
七
条

の
十
二
第
七
項
」
を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の

表
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
項
第
三
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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